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京浜急行電鉄株式会社からの鉄道の旅客運賃の 
上限変更の認可申請について 

 
 

令５第４００１号 
 
 
 令和５年１月１８日付け国鉄事第５５９号をもって諮問された上記の

事案については、審議した結果、次のとおり答申する。 
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主    文 
 

京浜急行電鉄株式会社からの申請に係る鉄道の旅客運賃の変更につい

ては、別紙に掲げる額を上限として認可することが適当である。 
 

理    由 
 
１．申請者は、平成７年９月１日から、消費税に係る運賃改定を除いて

２７年余にわたり、現行運賃を実施しているものである。新型コロナ

ウイルス感染症の拡大前においては、横須賀市や三浦市において人口

の減少傾向はみられたものの、羽田空港アクセス関連の利用が増加傾

向であったこともあり、その収支状況も堅調に推移していた。 
  しかし、令和２年当初からの新型コロナウイルス感染症の拡大に伴

う緊急事態宣言の発出等により、外出自粛や通勤客のテレワークへの

移行といった行動様式の変容や、同空港の利用者数の激減等がみられ

た。 
これらの影響を受け、令和元年度には１０６．５％であった収支率

は、令和３年度には８２．３％に下落するなど、収益の悪化が著しい。   
申請者は、今後、事業構造変革を進め、固定費の抜本的な削減を進

めることとしているが、令和２年度からは沿線全体で生産年齢人口が

減少に転じるとともに、テレワークといった新たな行動様式が一定程

度定着すると見込まれることなど、申請者を取り巻く経営環境は大き

く変化している状況にある。 
このため、必要な設備投資を実施し、今後も持続的に安全・安心な

輸送サービスを提供していくためには不足する費用の一部について利

用者に負担を求める必要があるとして、旅客運賃の上限変更認可を申

請したものである。 
 
２．国土交通大臣は、鉄道運送事業者からの旅客運賃の上限の変更の認

可にあたっては、鉄道事業法第１６条第２項に基づき、当該旅客運賃

の上限による総収入が、能率的な経営の下における適正な原価に適正
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な利潤を加えたものを超えないものであることを確認の上、鉄道事業

法第１６条第１項の認可をするものとされている。 
 
３．当審議会は、本事案の審議にあたり、当審議会に提出された資料、

所管局から聴取した説明等に基づいて検討を行い、申請者から意見聴

取を行ったほか、現地視察を行った。その結果は次のとおりである。

なお、本件については当審議会の職権による公聴会の開催を決定した

ものの、一般公述の申出がなかったことから、開催の取消を行ってい

る。 
平年度（原価計算期間）である令和６年度から令和８年度までの３

年間の収入算定の基礎となる現行運賃を維持した場合の総収入は合計

２１６，９１０百万円、適正な総括原価（能率的な経営の下における

適正な原価に適正な利潤を加えたもの）は２３９，２６２百万円と推

定されるので、差引き２２，５３２百万円の不足を生ずるものと見込

まれる。 
これに対して、旅客運賃の上限を主文のとおり改定した場合、総収

入は２３７，７８８百万円、適正な総括原価は２３９，２６２百万円

と推定されるので、差引き１，４７４百万円の不足を生ずるものと見

込まれる。 
 

４．申請者は、令和２年当初からの新型コロナウイルス感染症の感染拡

大の影響を受けた需要見通しについて、利用者の行動様式の変容によ

り、一部の路線等を除き、コロナ禍前の需要への回復は見通せないと

している。この点については、券種や利用目的ごとに、申請者が沿線

利用者を対象として実施したアンケート調査の結果等も考慮したもの

であり、かつ所管局が別途実施した外部委託調査結果の想定範囲内に

あることを勘案すると、合理性が認められる。 
これらを踏まえ、持続的に安全・安心な輸送サービスを提供するた

めに必要となる設備投資の継続を前提とする原価を推定した結果、本

件申請に係る旅客運賃の上限による総収入が、能率的な経営の下にお

ける適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるの
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で、本件申請は上記２．の認可基準に適合するものと認められる。 
  したがって、鉄道事業法第１６条第１項に基づき、国土交通大臣が

本件申請を認可することは適当であると認める。 
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要望事項 
 
 新型コロナウイルス感染症については、感染症対策としての法的な位

置づけの変更等の動きはあるものの、引き続き、その影響については先

行き不透明な状況が続いている。その際、京浜急行電鉄株式会社の鉄道

事業における需要見通しは一定の合理性が認められるものの、羽田空港

の利用状況等により、想定された旅客輸送量と実績が乖離する可能性が

ある。このため、国土交通大臣は、本件申請の認可にあたり、鉄道事業

法第５４条第１項及び第２項の趣旨に基づき、期限に係る条件を付すこ

とを検討されたい。 

また、付された期限までの間の京浜急行電鉄株式会社の経営実績につ

いて、実績が想定された収支率となっているかの検証結果及び計画され

た設備投資への取組状況について、毎年、書面で提出されたい。 
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別紙 
 
すべての運賃は消費税及び地方消費税を含んだ額である。 
１ 鉄道の普通旅客運賃 
  現行の運賃の上限を次のとおり変更する。 
 

１円単位運賃 
３キロメートルまで１５０円、３キロメートルを超え６キロメート

ルまで１８０円、６キロメートルを超え１０キロメートルまで２２

８円、１０キロメートルを超え１５キロメートルまで２７７円、１

５キロメートルを超え２０キロメートルまで３１３円、２０キロメ

ートルを超え２５キロメートルまで３４７円、２５キロメートルを

超え３０キロメートルまで４０３円、３０キロメートルを超え３５

キロメートルまで４５５円、３５キロメートルを超え４０キロメー

トルまで５１０円、４０キロメートルを超え４５キロメートルまで

５６６円、４５キロメートルを超え５０キロメートルまで６２０

円、５０キロメートルを超え５５キロメートルまで６６７円、５５

キロメートルを超え６０キロメートルまで７１０円、６０キロメー

トルを超え６５キロメートルまで７４０円、６５キロメートルを超

え６７キロメートルまで７４０円 
 
１０円単位運賃 
３キロメートルまで１５０円、３キロメートルを超え６キロメート

ルまで１８０円、６キロメートルを超え１０キロメートルまで２３

０円、１０キロメートルを超え１５キロメートルまで２８０円、１

５キロメートルを超え２０キロメートルまで３２０円、２０キロメ

ートルを超え２５キロメートルまで３５０円、２５キロメートルを

超え３０キロメートルまで４１０円、３０キロメートルを超え３５

キロメートルまで４６０円、３５キロメートルを超え４０キロメー

トルまで５１０円、４０キロメートルを超え４５キロメートルまで

５７０円、４５キロメートルを超え５０キロメートルまで６２０
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円、５０キロメートルを超え５５キロメートルまで６７０円、５５

キロメートルを超え６０キロメートルまで７１０円、６０キロメー

トルを超え６５キロメートルまで７４０円、６５キロメートルを超

え６７キロメートルまで７４０円 
 
２ 鉄道の定期旅客運賃 

現行の運賃の上限を次のとおり変更する。 
 
通勤定期旅客運賃（１か月） 
１キロメートルまで４，９５０円、１キロメートルを超え２キロメ

ートルまで５，４９０円、２キロメートルを超え３キロメートルま

で６，０２０円、３キロメートルを超え４キロメートルまで６，５

５０円、４キロメートルを超え５キロメートルまで６，９８０円、

５キロメートルを超え６キロメートルまで７，４３０円、６キロメ

ートルを超え７キロメートルまで７，８６０円、７キロメートルを

超え８キロメートルまで８，２９０円、８キロメートルを超え９キ

ロメートルまで８，７３０円、９キロメートルを超え１０キロメー

トルまで９，１６０円、１０キロメートルを超え１１キロメートル

まで９，５９０円、１１キロメートルを超え１２キロメートルまで

９，９４０円、１２キロメートルを超え１３キロメートルまで１０，

２８０円、１３キロメートルを超え１４キロメートルまで１０，６

２０円、１４キロメートルを超え１５キロメートルまで１０，９６

０円、１５キロメートルを超え１６キロメートルまで１１，２８０

円、１６キロメートルを超え１７キロメートルまで１１，６１０円、

１７キロメートルを超え１８キロメートルまで１１，９２０円、１

８キロメートルを超え１９キロメートルまで１２，２３０円、１９

キロメートルを超え２０キロメートルまで１２，５４０円、２０キ

ロメートルを超え２１キロメートルまで１２，８５０円、２１キロ

メートルを超え２２キロメートルまで１３，１００円、２２キロメ

ートルを超え２３キロメートルまで１３，３５０円、２３キロメー

トルを超え２４キロメートルまで１３，６００円、２４キロメート
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ルを超え２５キロメートルまで１３，８５０円、２５キロメートル

を超え２６キロメートルまで１４，１００円、２６キロメートルを

超え２７キロメートルまで１４，３２０円、２７キロメートルを超

え２８キロメートルまで１４，５４０円、２８キロメートルを超え

２９キロメートルまで１４，７６０円、２９キロメートルを超え３

０キロメートルまで１４，９８０円、３０キロメートルを超え３１

キロメートルまで１５，２００円、３１キロメートルを超え３２キ

ロメートルまで１５，４００円、３２キロメートルを超え３３キロ

メートルまで１５，６００円、３３キロメートルを超え３４キロメ

ートルまで１５，８００円、３４キロメートルを超え３５キロメー

トルまで１６，０００円、３５キロメートルを超え３６キロメート

ルまで１６，２００円、３６キロメートルを超え３７キロメートル

まで１６，３９０円、３７キロメートルを超え３８キロメートルま

で１６，５８０円、３８キロメートルを超え３９キロメートルまで

１６，７７０円、３９キロメートルを超え４０キロメートルまで１

６，９６０円、４０キロメートルを超え４１キロメートルまで１７，

１５０円、４１キロメートルを超え４２キロメートルまで１７，３

３０円、４２キロメートルを超え４３キロメートルまで１７，５１

０円、４３キロメートルを超え４４キロメートルまで１７，６９０

円、４４キロメートルを超え４５キロメートルまで１７，８７０円、

４５キロメートルを超え４６キロメートルまで１８，０５０円、４

６キロメートルを超え４７キロメートルまで１８，２２０円、４７

キロメートルを超え４８キロメートルまで１８，３９０円、４８キ

ロメートルを超え４９キロメートルまで１８，５６０円、４９キロ

メートルを超え５０キロメートルまで１８，７３０円、５０キロメ

ートルを超え５１キロメートルまで１８，９００円、５１キロメー

トルを超え５２キロメートルまで１９，０５０円、５２キロメート

ルを超え５３キロメートルまで１９，２００円、５３キロメートル

を超え５４キロメートルまで１９，３５０円、５４キロメートルを

超え５５キロメートルまで１９，５００円、５５キロメートルを超

え５６キロメートルまで１９，６５０円、５６キロメートルを超え
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５７キロメートルまで１９，７７０円、５７キロメートルを超え５

８キロメートルまで１９，８９０円、５８キロメートルを超え５９

キロメートルまで２０，０１０円、５９キロメートルを超え６０キ

ロメートルまで２０，１３０円、６０キロメートルを超え６１キロ

メートルまで２０，２５０円、６１キロメートルを超え６２キロメ

ートルまで２０，３５０円、６２キロメートルを超え６３キロメー

トルまで２０，４５０円、６３キロメートルを超え６４キロメート

ルまで２０，５５０円、６４キロメートルを超え６５キロメートル

まで２０，６５０円、６５キロメートルを超え６６キロメートルま

で２０，７５０円、６６キロメートルを超え６７キロメートルまで

２０，８５０円 
 
通学定期旅客運賃（１か月） 

現行の運賃の上限を据え置きとする。 

 


